
食安輸発0121第１号

平成25年１月21日

各検疫所長 殿

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室長

（公印省略）

ブラジル産牛肉等（加工品を含む。）の取扱いについて

標記については平成24年12月10日付け食安輸発1210第１号にて、通知したと

ころです。

今般、ブラジル政府より、牛等を由来としたケーシング及びこれを含む製品

について、従来の衛生証明書に加え、別添のケーシングの原産国に対する追加

証明書を発行する旨の連絡がありました。

ついては、別添に示す追加証明書が提出され、原産国がブラジル又はBSE発

生国でないことが確認された場合には、輸入を認めて差し支えないこととする

ので御了知の上、関係営業者への周知方よろしくお願いします。
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